
 

平成 22 年 12 月 14 日 

 
各      位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査委員会による調査報告書（中間）の受領に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 22 年 11 月 25 日付「子会社における不適切な取引及び調査委員会の設置に関するお

知らせ」及び平成 22 年 11 月 29 日付「（追加）子会社における不適切な取引及び調査委員会の設置

に関するお知らせ」にて発表いたしましたとおり、当社の 100％子会社でありました株式会社グロ

ーバルコーポレーションの過去の取引について、一部取引先との間で不適切な取引が行われていた

可能性が確認されたことに伴い、社外の弁護士及び公認会計士により調査委員会を設置いたしまし

た。 

今般、調査委員会より「調査報告書（中間）」を受領いたしましたので、別添のとおり、その要旨

についてご報告いたします。 

本要旨には報告書原文と異なり、契約の秘密保持や個人情報保護等を考慮し、取引先の社名及び

一部ヒアリング対象者の個人名が省略されておりますが、同報告書の全容を伝えるには十分な記載

内容を掲載されており、これにより調査委員会の見解は網羅されているものと考えます。 

 尚、調査委員会からは、12 月下旬を目途に最終報告書を提出していただく予定であります。 

 株主及び取引先をはじめ関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、深

くお詫び申し上げます。 

以上 
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１． 調査委員会設置の経緯及び目的 
 

株式会社プロジェ・ホールディングス（以下「プロジェ」という。）の 100％子会社で 

あった株式会社グローバルコーポレーション（以下「グローバル」という。）において，

平成 22 年 1 月 18 日の監督官庁による任意調査を契機に，過去に一部取引先との間で不

適切な取引が行われていた可能性が高いことが判明した。これによりプロジェの過年度

の決算修正及び提出済の有価証券報告書等について訂正報告書の提出の可能性があるこ

とから，プロジェ取締役会は，早急に事実関係の詳細及び業績に与える影響の有無を調

査し，第三者の立場で全容の解明を行うため，平成 22 年 11 月 29 日に社外の弁護士及び

公認会計士による調査委員会（以下「当委員会」という。）を設置した。 

  当委員会は，企業等から独立した委員のみをもって構成され，徹底した調査を実施し

た上で，専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し，必要に応じて具体的な再

発防止策等を提言する委員会であり，すべてのステークホルダーのために調査を実施し，

その結果をステークホルダーに公表することで， 終的には企業等の信頼と持続可能性

を回復することを目的とする。 

  当委員会は，日本弁護士連合会から平成 22 年 7 月 15 日に公表された「企業等不祥事

における第三者委員会ガイドライン」の考え方に沿って調査を実施した。 

 

 

２． 当委員会の構成 

 

当委員会は，弁護士２名及び公認会計士１名の３名で構成されている。 

    委員長   佐川 明生  （弁護士  弁護士法人クレア法律事務所） 
委 員   砂川 祐二  （弁護士  清風法律事務所・当社社外監査役） 

    委 員   原田 叔法  （公認会計士・税理士  原田公認会計士事務所） 
  各委員はいずれもプロジェと業務上の契約関係等の利害関係はなく，プロジェから独

立した立場で，プロジェのステークホルダーのために，中立・公正で客観的な調査を期

待しうる者である。 
 

 

３． 調査期間 

 

  当委員会は，平成 22 年 12 月 2 日から平成 22 年 12 月 12 日まで調査を行った。 
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４． 調査対象 

 

  調査の対象であるグローバルは，平成 13 年 4 月に田中大輔氏によって設立され，不動

産の売買・仲介や調査，コンサルティング等を事業の目的としていた。平成 18 年 10 月

にプロジェの 100％子会社となったが，その後は不動産市況の落ち込み等もあり，事業を

縮小したが業績の回復に至らず，平成 21 年 12 月 24 日に解散を決議し，現在特別清算手

続き中である。 

当委員会は，一部取引先と不適切な取引を行った可能性があるとされた，グローバル

の「不動産業務委託契約」２件に加え，グローバルがプロジェの子会社となった平成 18

年 10 月から，平成 20 年 4 月までにおける取引額 10,000,000 円以上の「不動産業務委託

契約」等全６件について，類似取引における不適切な取引の有無を調査した。それ以外

は時間的制約等の関係から，①当該取引が発生した原因の究明，②当該取引の発生を防

止できなかった原因の究明及び③再発防止策及び法令遵守体制の構築に対する提言，④

当該取引の修正に伴う各事業年度の数値へ与える影響額の確認を目的と定め，その余は

調査対象外とした。 

  なお，調査期間におけるグローバルの代表者は以下の通りである。 

 ・会社設立～平成 19 年 5 月 29 日       代表取締役社長 田中大輔氏 

 ・平成 19 年 5 月 30 日～平成 20 年 4 月 30 日  代表取締役会長 田中大輔氏 

                       代表取締役社長 田中智子氏 

※ 田中大輔氏と田中智子氏は共に平成 20 年 4 月 30 日付で取締役を辞任している。 

※ 田中大輔氏と田中智子氏は夫婦である。 

 

 

５． 調査方法 

 

（１） 資料の精査 

  当委員会は，プロジェより開示された調査対象に関する各種資料の原本又は写しの

精査を行った。また，類似取引の調査においては，プロジェのＰＣサーバー内に保管

されているグローバルの契約書，謄本及び調査レポートなどの成果物等の写しの精査

を行った。 

 

（２） 当該取引先に対する聴取調査 

  当委員会は，平成 22 年 12 月 4 日午前 11:00～12:00 まで，当該取引先であるＡ社，

Ｂ社の代理人弁護士に対して聴取調査を行った。 

  また，平成 22 年 12 月 10 日午後 4:00～5:15 まで，当該取引先の１社であるＢ社の

代表取締役であり，同じく当該取引先の１社であるＡ社の実質的な経営者であるＣ氏
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に対して聴取調査を行った。その際，当時グローバルとやり取りした電子メール等の

呈示を受け，内容を確認した。 

 

（３） 田中大輔氏，田中智子氏に対する聴取調査 

   当委員会は，平成 22 年 12 月 8 日午前 10:30～11:50 まで，田中大輔氏及び田中智子

氏に対して聴取調査を行った。 

 

（４） プロジェ代表取締役社長，森田宏文氏に対する聴取調査 

  当委員会は，平成 22 年 12 月 2 日午後 3:00～4:00 及び平成 22 年 12 月 8 日午後 4:00

～5:10，調査期間においてグローバル取締役社長室長（平成 18 年 3 月 1日から平成 19

年 5 月 29 日まではグローバル監査役）であった森田宏文氏（現プロジェ代表取締役社

長）に対して聴取調査を行った。 

 

（５） グローバル元従業員に対する聴取調査 

  当委員会は，当該取引の実態及び類似取引における不適切な取引の有無を確認する

ため，平成 22 年 12 月 3 日午後 1:30～3:00，グローバル元従業員Ｄ氏（元部長。退職

済），Ｅ氏（退職済）に対して聴取調査を行った。 

  また，森田宏文氏が平成 22 年 11 月 25 日に行った，調査期間においてグローバルの

元従業員であったＦ氏（元部長。退職済）への聴取調査結果レポートを受領し，参考

とした。 

 

（６） グローバルにおける電子メールの査閲 

   当委員会は，グローバルにおける調査期間における電子メールの査閲を実施したい

旨，プロジェ代表取締役である森田宏文氏に要請したところ，グローバルの電子メー

ルサーバーは既に廃棄済であり，電子メールは残っていない，とのことであった。そ

の為，査閲は実施できなかった。 

 

（７） 当時の取引金融機関担当者への聴取調査 

  当委員会は，森田宏文氏が平成 22 年 10 月 21 日に行った，調査期間において取引先

金融機関担当者であったＧ氏への聴取調査結果レポートを受領し，参考とした。 

 

 

６． 調査によって認定した事項 

 

（１）当委員会の調査の結果，平成 20 年 2 月期におけるグローバルの下記「不動産業務委

託契約」2件について，当事者の合意のもとに契約は成立しているものの，グローバル
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が実際に行った業務内容及び提出された成果物並びに調査により明らかとなった経緯

に照らすると，当該契約に基づいてグローバルが受領した業務委託報酬については，

同じ当事者間で，当該契約が目的とする不動産とは別の不動産を目的とした不動産共

同事業に関してグローバルが拠出した事業遂行資金を，事実上グローバルに返還させ

たものと言い得るものであり，これらを売上として計上した当時の経理処理は適当で

はなく，修正すべきであると認定した。 

各取引の詳細は以下の通りである。 

① 平成 18 年 12 月１日付「不動産業務委託契約書（以下「取引①」という。）」 

  

業務委託者：Ａ社 

業務受託者：グローバル 

業務委託報酬：50,000,000 円（税込） 

受託業務完了報告書：平成 19 年 3 月 16 日 

委託業務完了確認書：平成 19 年 3 月 16 日 

請 求 書 発 行：平成 19 年 3 月 16 日 

入 金 日：平成 19 年 3 月 16 日 

領 収 書 受 領：平成 19 年 3 月 16 日 

取引①については，Ａ社がグローバルに対して，東京都中央区の不動産物件に

関する各種調査，売却及び購入に係る媒介契約締結に係わる業務並びに売買契約

に関する業務等を委託する契約になっている。 

取引①は，平成 19 年 3 月 16 日にＡ社からグローバルに業務委託報酬の全額が

支払われているが，それと前後して，平成 19 年１月 29 日付「不動産共同事業基

本契約書」に基づく事業遂行資金として，グローバルからＡ社へ，平成 19 年１月

30日に 225,000,000円，平成19年 4月 15日に 425,000,000円の合計650,000,000

円が拠出されている（以下「案件Ａ」という。）。 

 取引①においてグローバルからＡ社に提出された各種調査の成果物はファイル

１冊のみであることが認められ，しかもその内容は物件概要，地歴調査結果，謄

本のコピー，区役所・水道局などの当該地域に係る各種パンフレット，インター

ネットで検出したサマリー情報等であり，50,000,000 円の報酬に対する成果物と

しては，質量ともに乏しいものであった。 

  

② 案件Ａの概要 

Ａ社がグローバルなど数社から資金調達して建物付土地を購入し，建物を取壊

した後，商業ビルを新たに建築した上で，ファンド等に転売することを目的とす

る事業。現在新たな商業ビルは建築されたが，売却には至っていない。 

 



6 

③ 平成 19 年 7 月 27 日付「業務委託契約書（以下「取引②」という。）」 

 

業務委託者：Ｂ社 

業務受託者：グローバル 

業務委託報酬：189,000,000 円（税込） 

受託業務完了報告書：平成 19 年 8 月 27 日 

委託業務完了確認書：平成 19 年 8 月 27 日 

請 求 書 発 行：平成 19 年 8 月 27 日 

入 金 日：平成 19 年 8 月 27 日 

領 収 書 受 領：平成 19 年 8 月 27 日 

取引②については，Ｂ社がグローバルに対して，東京都中央区（取引①とは別

物件）の土地及び計画建物に関する各種調査並びに売却活動支援等の業務を委託

する契約になっている。 

 取引②は，平成 19 年 8 月 27 日にＢ社からグローバルに業務委託報酬が全額支

払われているが，その直前である平成 19 年 8 月 22 日，平成 19 年 8 月 22 日付「不

動産共同事業基本契約書」に基づく事業遂行資金として，グローバルからＢ社へ

195,000,000 円が支払われている（以下「案件Ｂ」という。）。 

 取引②においてグローバルがＢ社に提出した各種調査の成果物はファイル３冊

のみであることが認められ，その内容は物件概要，地歴調査結果，謄本のコピー，

区役所・水道局などの当該地域に係る各種パンフレット，インターネットで検出

したサマリー情報等であり，189,000,000 円の報酬に対する成果物としては，質

量ともにかなり乏しいものであった。 

 

④ 案件Ｂの概要 

Ｂ社がグローバルや金融機関から資金調達して建物付土地を購入し，建物を取

壊した後，建物を新たに建築した上で，ファンド等に転売することを目的とする

事業。旧建物は取り壊されたが，新たな建物は建築されず，当該土地は平成 22

年 11 月に競売となった。 

 

（２） 取引①②に対する評価 

ⅰ）調査の結果，取引①②については共に，契約書，成果物（物件調査レポート），

受託業務完了報告書，委託業務完了確認書，請求書及び領収書など必要書類は完

備されていた。 

また，その前後に契約された不動産共同事業基本契約書に係る各種書類も完備さ 

れており，取引①②については外形的には契約が成立している。 

しかし，前述のとおり，取引①②について，グローバルが，その高額な業務委
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託報酬に相当する業務を行っているものと評価することはできない。これは，グ

ローバルが行った業務が，各種調査の成果物としてファイル１又は３冊程度の資

料を作成したに過ぎず，その内容も区役所，図書館又はインターネットなど第三

者が作成したもののコピーであり，その入手も比較的簡便にできるものが多数を

占めておりグローバル自らがその専門性を反映させて自ら作成した資料が殆ど存

在しないこと，調査期間において取引先金融機関担当者であったＧ氏及び調査期

間においてグローバルの元従業員であったＦ氏への事情聴取からも，グローバル

が，取引①②が目的とする不動産についてＡ社又はＢ社に買主を紹介したり，そ

の他売却活動を支援する業務を行っていないと評価できることから，当該結論に

至ったものである。 

ⅱ）取引②にかかる「業務委託契約書」の日付は，平成 19 年 7 月 27 日とされてい

るが，実際に契約書が取交された日は，平成 19 年 8 月 22 日付「不動産共同事業

基本契約書」と同時期の同年 8月 22 日頃である。田中智子氏が，Ｂ社の担当者で

あったＨ氏に対して送付した平成 19 年 8 月 20 日付け電子メールにおいて，当該

「業務委託契約書」が「案」として添付されており，平成 19 年 8 月 20 日現在で

も未だ契約書が作成されておらず，そのため同日以降に取り交されたことは明白

である。 

  さらに，当委員会は，Ｂ社の代表取締役であるＣ氏から平成 19 年 8 月 22 日付

「不動産共同事業基本契約書」に関する「購入申込書」の提出を受けたが，その

日付は平成 19 年 7 月 30 日であり，実際に当該「業務委託契約書」が取り交され

た同年 8月 22 日頃においては，既に買主が決まっており，当該「業務委託契約書」

に規定された業務は，もはや必要ではなくなっていた。 

  これらの事実も，取引②が，別の不動産を目的とした不動産共同事業に関して

グローバルが拠出した事業遂行資金を，事実上グローバルに返還させたもので，

これらを売上として計上した当時の経理処理は適当ではなく，修正すべきである

と認定した根拠となった。 

ⅲ）取引①にかかる「業務委託契約書」の日付は，平成 18 年 12 月 1 日とされてい

るが，調査期間において取引先金融機関担当者であったＧ氏の紹介で，田中大輔

氏とＣ氏が初めて会ったのは平成 19 年 1 月中旬であり，その理由も「案件Ａ」に

ついて 6 億円の拠出者を探していたＣ氏に，Ｇ氏がグローバルを引き合わせたと

いうものである。このことからすると，当該「業務委託契約書」が実際に取り交

されたのは，平成 19 年１月 29 日付「不動産共同事業基本契約書」と同時期の平

成 19 年 1 月 29 日頃であると評価でき，Ｃ氏もその旨の供述をしている。なお，

取引①の業務委託報酬金額が 50,000,000 円であることについては，Ｃ氏によると，

「本来，6億円の資金で足りたものを，田中大輔氏が 50,000,000 円上乗せするか

ら，その代わりに 50,000,000 円の仕事をくれ」という田中大輔氏からの要請に基
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づくものであった，というものである。 

    ⅳ) Ｃ氏及びＡ社・Ｂ社の代理人弁護士への聴取によれば，Ａ社及びＢ社は，平成

19 年１月 29 日付「不動産共同事業基本契約書」に基づく事業遂行資金として，グ

ローバルからＡ社へ 650,000,000 円が支払われている立場から，田中大輔氏及び

田中智子氏からの「不動産共同事業は利益になるのに時間がかかる。当期のグロ

ーバルの利益を作るのに協力して欲しい。」という要請があり，やむを得ずその要

請に協力して取引①②に応じたとのことである（なお，Ａ社及びＢ社の所在地は

同じであり，２社の経営は事実上一体であるとみられる。）。 

      一方，田中大輔氏及び田中智子氏への聴取によれば，「案件Ａに 650,000,000 円

を出資しているのだから，グローバルにも利益のあがる仕事をつけて欲しい，と

の要請をした結果，取引①②の契約に至った。また，案件Ａは回収まで時間がか

かるので，少しでも保全を図る意味もあった」とのことであった。また，「案件Ｂ

はＢ社との共同事業として投資したものであり，取引②とは関係ない。取引①②

ともに成果物は作成したし，問題ない取引である。」さらに「平成 20 年２月期は

十分に利益があがっており，利益を作るのに協力を仰ぐ必要など無かった」との

主張をしている。 

     しかしながら，これらの主張は，取引①②の成果物の内容が乏しいものである

こと，取引①②の売上を含めたグローバルの平成 20 年 2 月期の営業利益

111,897,451 円，経常利益 23,022,708 円に過ぎない事実と矛盾するものである（な

お，プロジェの平成 20 年 2 月期連結決算は営業損失 215,901,726 円，経常損失

289,658,139 円であった。）。また、当時Ｂ社の担当者であったＨ氏と田中智子氏が

やりとりしていた電子メールによれば，「取引②で受領した 189,000,000 円をどう

やってお互いに経理処理するか。」について具体的な打ち合わせを行っており，田

中智子氏が取引②で受領した 189,000,000 円について，Ｂ社に返還する必要があ

ることを認識していたことが認められる。 

 

（３） 取引①②に対する結論 

 

これまで述べたように，取引①②について契約は成立しているものの，その実体

は，当時グローバルの代表であった田中大輔氏及び田中智子氏が取引先であるＡ社

及びＢ社に対して多額の事業遂行資金を拠出していたことに関連し，売上協力を要

請したものであると評価できる。田中大輔氏及び田中智子氏としては，グローバル

として多額の投資をしたのだから，儲かる仕事を紹介してもらおう，との意識であ

り，取引①にて受領した 50,000,000 円はＡ社との案件Ａと，取引②にて受領した

189,000,000 円については，Ｂ社との案件Ｂと資金の流れが連動しており，電子メ

ールのやり取りでも明らかなように「 終的にどのように処理をするか」調整する
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必要があるとの認識はあったと認められる。 

よって，当委員会は，資料の精査及び関係者への聴取調査及びＡ社及びＢ社から

提示されたメールの内容の精査等を実施した結果，グローバルが実際に行った業務

や成果物に照らせば，取引①②は，事実上，グローバルが拠出した出資金としての

意味を有する別の不動産共同事業（案件Ａ，案件Ｂ）への事業遂行資金の返還を目

的とした取引と認められるものであり，これらに関して売上として計上した当時の

経理処理は適当ではなく，修正すべきであると認定した次第である（以下「本件訂

正」という。）。 

ただし，時間的制約等の観点から，本件訂正が各事業年度の数値へ与える影響額

は本調査報告書（中間）の時点では明示しないが，引き続き調査の上， 終報告を

行うこととする。 

 

 

７． 本件訂正が発生した原因 

 

本件訂正が発生した原因として，統制環境上の問題及び組織体制上の問題があると考

えられる。 

 森田宏文氏及びグローバル元従業員への聴取によれば，当時のグローバルにおいては，

創業者である田中大輔氏が絶対的な存在であり，不動産事業の重要な決定は，田中大輔

氏が単独で行っており，妻の田中智子氏でさえ，グローバルの代表取締役社長ではあっ

たものの，実態は田中大輔氏が決定した案件の契約書作成などの実務処理を行う役割で

あった，とのことである。 

 取引①契約当時のグローバル不動産事業における社長決裁権限は「１億円未満」であ

ったが，その後，取引②契約当時には，「５億円未満」に変更されている。その為取引①

②ともに社長決裁権限の範囲内であり，取締役会に諮ることなく「社内稟議書」のみで

承認を行っていたとのことであり，これらの契約の詳細な内容については，他の取締役

や監査役には，ほとんど知らされることがなかった。その結果，グローバルにおいては，

田中大輔氏及び田中智子氏に対する監視・監督機能が十分に機能していなかった，と考

えられる。 

 

 

８． 本件訂正の発生を防止できなかった原因及び管理体制上の問題点 

 

本件訂正の発生を防止できなかった原因及び管理体制上の問題点として，Ⓐ社内稟議

システムの問題，Ⓑ社内管理体制の問題が指摘できる。 

当時のⒶ社内稟議システムの問題としては，先述の通り社長決裁権限が５億円と極め
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て大きく設定されており，その結果ほとんどの不動産取引は社長決裁権限範囲内となっ

たため，他の取締役及び監査役において，牽制をする機会がなく，またその意識も低か

ったことは否定できない。 

また，取引②の成果物として調査レポートを作成したのは不動産コンサルティング部

であるが，森田宏文氏及びグローバル元従業員への聴取によれば，この部署は田中智子

氏の直轄であり，業務受託の金額等に疑問を抱いたとしても，進言又は諫言できる状況

には無かった。その他，財務部，営業部，総務部においても田中大輔氏及び田中智子氏

への進言又は諫言は困難な状況にあった。 

なお，内部監査室は設置されていたが，社内通報制度の整備もされておらず，内部監

査室長は総務部社員からの配属替えであり，他の部署同様，田中大輔氏及び田中智子氏

への進言又は諫言は困難な状況にあった。 

さらには田中大輔氏が平成 19 年 5 月 30 日にプロジェの代表取締役社長にも就任して

いるが，プロジェ取締役会にはグローバルで社長決裁範囲内の不動産案件については，

全く報告がされていなかった。 

以上のような状況から，親会社であるプロジェをはじめ，各部署や取締役会及び監査

役の監視機能が脆弱であったことが，本件訂正の発生を防止できなかった原因及び管理

体制上の問題点として指摘できる。 

 

 

９． 再発防止策及び法令順守体制の構築 

 

今後の再発防止策及び法令順守体制の構築は，下記の通り既に実施済であると認めら 

れる（ただし，グローバルは特別清算中であり，下記は全てプロジェを対象とする。）。 

 

（１） 統制環境上の問題について 

  ①本件訂正に関する役員の処分について 

   グローバルは現在特別清算手続き中。プロジェにおいても田中大輔氏は既に取締

役を退任していることにより，対応済である。 

 

  ②コーポレート・ガバナンスの改善について 

   現在，プロジェの取締役会は，代表取締役社長の森田宏文氏，取締役管理本部長

の清永信朗氏，100％子会社である株式会社ドーコーボウ代表取締役社長である安部

紀光氏，親会社であるステラ・グループ株式会社代表取締役である津田由行氏の取

締役４名にて組織され，取引額 10,000,000 円以上の不動産案件は全て取締役会決議

事項とされている。 

   取締役会において不動産案件の取引を検証する際には，当該不動産情報以外に，
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取引先や契約書案，事業収支等の情報をもとに，慎重に判断する体制を構築してい

る。 

また，社外監査役として稲吉康司氏，砂川祐二弁護士（本調査委員・独立役員），

小川和洋公認会計士を選任しており，取締役会への出席等を通じて経営に対して第

三者的な立場から監視機能を担っている。また，監査役は必要に応じて会計監査人

であるフロンティア監査法人と連携し，業務上や会計上の課題等について情報を共

有できる体制を構築している。 

    

   ③コンプライアンス意識の改善について 

    プロジェではコンプライアンス規程をはじめとする各種規程類について，定期的

に役職員全員を対象として研修会を開催し，内容の周知徹底を図るとともに，相互

牽制・監視を行う姿勢を培い，不適切な取引や会計処理等を未然に防止する体制を

構築している。 

 

  上記②③については，平成 21 年 5 月 27 日開催のプロジェ取締役会において「内部統 

制システム構築の基本方針」が決議されている。 

 

（２） 組織体制の問題について 

   

①社内稟議システムに関する改善策 

   現在プロジェにおいては，キャッシュアウトを伴う 10,000,000 円以上の営業上

の契約及びその他の約定額 5,000,000 円以上の契約は取締役会決裁と定められて

いる。その為，ほとんどの不動産案件は取締役会において検証することとなり，

代表取締役社長に決裁権限が集中しない体制となっている。 

  

   ②内部監査室のチェック体制に関する改善策 

     当時のグローバルの内部監査室長は退職済である。現在，プロジェの内部監査

室は１名の専任人員が，内部監査規程に則って監査計画を策定し，監査を実施し

ている。また，平成 20 年 12 月 24 日付で内部通報規程を制定し，定期的に開催し

ている社内研修会を通じて役職員に対し，顧問弁護士への内部通報制度の周知徹

底を図るなど，不正を監視する組織作りが行われている。 

 

 

１０． 類似取引における不適切な取引の有無について 

 

当委員会は，類似取引における不適切な取引の有無について，グローバルがプロジェ 
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の子会社となった平成 18 年 10 月から，田中大輔氏，田中智子氏が辞任した平成 20 年４

月までにおける，取引額 10,000,000 円以上の「業務委託契約」等全６件を調査した。  

調査方法は，資料の精査及びグローバル元社員Ｄ氏・Ｅ氏に対する聴取調査である。 

その結果，これら６件の類似取引については，いずれも不適切な取引とは認められなか

った。 

 

 

１１． 調査結果の総括 

 

   以上の通り，当委員会による資料の精査，関係者への聴取調査の結果，取引①②に

ついて，「不適切な取引」であったことは否定できない。よって，取引①②に関する売

上は，これを除外すべきである。ただし，時間的制約等の観点から，本件訂正が各事

業年度の数値へ与える影響額は本調査報告書（中間）の時点では明示しないが，引き

続き調査の上， 終報告を行うこととする。 

   なお，現在のプロジェの不動産事業においては，職務権限規程に基づき，ほとんど

の不動産案件が取締役会で諮られ，親会社，内部監査及び内部統制等によるチェック

機能も働いており，同様の問題が起こりうる可能性は無くなっているものと評価され

る。 

 

以上 
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